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アプリの分類

プラットフォーム系アプリ

（ECアプリ等）

ユーザによる

投稿機能付きアプリ

アプリ内コンテンツ購入機能付き
アプリ（ゲームアプリ等）
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仮想通貨（デジタルマネー）

実装アプリ（ゲームアプリ等）



1．プラットフォーム系アプリ

1．プラットフォーマーの立ち位置・役割を条項化すること。

2．ユーザ間で行われる取引ルールについて条項化すること。

3．ユーザの属性に応じた遵守事項を条項化すること。

4．いわゆるエスクロー決済を導入する場合、ユーザから見て、

いつの時点で決済完了となるのか条項化すること。

プラットフォーム機能を実装する場合に定めるべき項目


